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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年９月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２８年１２月１０日 ００時４０分ごろ 

発生場所 香川県多度津
た ど つ

町多度津港北西方沖 

高見港南防波堤灯台から真方位０８４°１海里付近 

 （概位 北緯３４°１８.６′ 東経１３３°４２.１′） 

事故の概要  油タンカー第一玉
たま

力
りき

丸は、北東進中、火災が発生した。 

 第一玉力丸は、主機過給機温度計用電気配線に焼損を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年１２月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

油タンカー 第一玉力丸、９９８トン 

 １４１７４７、玉力汽船株式会社 

 ７９.９０ｍ×１２.００ｍ×５.７０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,６１８kＷ、平成２４年７月５日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４７歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成２０年９月１６日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年８月２１日 

  免状有効期間満了日 平成３０年９月１５日   

機関長 男性 ６０歳 

 四級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 昭和５９年３月３０日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２６年１１月４日 

  免状有効期間満了日 平成３１年１１月３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機過給機温度計用電気配線に焼損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 本船は、船長及び機関長ほか７人が乗り組み、空船で、航海士１人

（以下「航海士Ａ」という。）及び甲板員１人（以下「甲板員Ａ」と

いう。）が航海当直につき、和歌山県和歌山下津港に向け、主機を定

常運転として備讃瀬戸南航路を北東進した。 
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航海士Ａは、平成２８年１２月１０日００時４０分ごろ、船橋後部

に設置された火災警報装置の警報が鳴ったことで、機関室上部区画で

火災が発生していることに気付き、甲板員Ａに火災現場の確認を指示

するとともに、船長及び機関長に連絡した。 

船長は、直ちに昇橋し、火災現場を確認した甲板員Ａから火災状況

についての報告を受け、非常配置部署を発令し、消火活動を指示し

た。 

船長は、機関室に消火活動に向かった機関士の１人から黒煙と火炎

で火元に近づけない旨の報告を受け、消火器による消火活動を断念

し、炭酸ガス放出による消火を指示した。 

本船は、船長が、人員点呼を行い機関室に人がいないことを確認

し、遠隔操作で機関室の運転機器を危急停止させるとともに機関室の

通風遮断を行ったのち、炭酸ガスを放出して鎮火させた。 

本船は、船長が、海上保安庁に本事故の発生を通報し、来援した巡

視船にえい
．．

航されて安全海域に移動した後、船舶所有者が手配した引

船にえい
．．

航されて広島県尾道市の造船所に向かった。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 本船は、船尾楼甲板にある居住区から機関室へ出入りできるように

なっており、居住区の出入口から機関室の上段へ通じる階段の真下に

主機の過給機が設置されていた。 

機関長は、平成２８年１２月３日００時００分ごろ、機関室を見回

った際、主機後方下部に付設された主機中段の‘カム軸軸受部へ潤滑

油を供給するパイプ’（以下「本件パイプ」という。）の接続管継手部

から潤滑油が漏えい
．．

しているのを発見し、一旦主機を停止して、漏え
．

い
．
箇所を含む本件パイプの一部を、本船に同じ材質（油圧配管用精密

炭素鋼鋼管（ＯＳＴ－１）、外径６mm）のパイプがなかったので、銅

管を用いて約１６０mm の長さで切り接いで応急修理を行った。（図１

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機関長は、日頃から、本件パイプ周辺が主機運転時の機関振動の影

響を大きく受けていると感じていた。 

機関長は、本船が炭酸ガス放出に伴い船内電源を喪失していたの

管継手 
ナット 

管 

リング玉 

図１ 管継手概略図 
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で、来援した巡視船乗組員によって機関室の換気が行われた後、同乗

組員と共に機関室内に入り、本件パイプが‘切り接ぎ修理を行った銅

管上部の接続管継手部’（以下「上部接続部」という。）で折損してお

り、過給機付近が飛散した潤滑油で濡れていることを確認した。 

主機は、定常運転時の過給機入口排気温度が約４５０℃であり、主

機潤滑油の引火点が約２６０℃であった。 

機関長は、切り接ぎ修理を行った際、大きな力でナットを閉めたこ

と、及び切り接ぎ修理を行った銅管を含む本件パイプが、主機運転中

の機関振動により、繰り返し応力を受けて材料が疲労し、上部接続部

で折損したと本事故後に思った。 

（写真１ 火災発生時の本件パイプ折損箇所、写真２ 火災発生時の

本件パイプ折損状況 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

あり 

なし 

本船は、主機を定常運転として備讃瀬戸南航路を北東進中、本件パ

イプの上部接続部で折損したことから、潤滑油が噴出して過給機の高

温部に降り掛かり、出火したものと考えられる。 

本件パイプの上部接続部は、切り接ぎ修理を行った際、過大な応力

で締め付けられたこと、及び機関振動等を受け続けて材料が疲労した

ことから、折損した可能性があるとものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、主機を定常運転として備讃瀬戸南航路を

北東進中、本件パイプの上部接続部で折損したため、潤滑油が噴出し

て過給機の高温部に降り掛かり、出火したものと考えられる。 

参考 

 

船舶所有者は、本事故後、再発防止策として次の措置を講じた。 

・当該潤滑油配管上部に潤滑油飛散防止用のカバーの作製取付け 

・当該潤滑油配管に防振用金具の取付け 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・機関振動等の影響を受ける配管には、防振用金具を取り付けるこ

とが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２８年１２月１０日 

００時４０分ごろ発生） 

高見港南防波堤灯台 

香川県 
高見島 

香川県 
多度津町 

備讃瀬戸南航路 

香川県   
多度津町 

坂出市 

高松市 

多度津港 

備讃瀬戸北航路 

備讃瀬戸南航路 
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写真１ 火災発生時の本件パイプ折損箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折損箇所 

折損箇所： 

下部取り付け部から

約１６０mm 上部 
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写真２ 火災発生時の本件パイプ折損状況 

 

 

 

折損状況 


